
【報告事項】 

第８次広島県保健医療計画（医師確保計画）の策定状況について 

１ 計画本文案 

別紙のとおり 

２ 前回からの修正事項 

（1）掲載場所の適所への移動 

◆「「施策の内容」１ 医師偏在の是正（5）総合診療医の確保・育成等」の中に 

医師少数スポットの説明を掲載 

⇒ 「「施策の方向」２ 医師少数スポットの設定」に移動

◆「「施策の内容」２ 次代を担う若手医師等の確保・育成」の中に 

（4）中山間地域等での医師確保と人材育成」を掲載 

⇒ 「「施策の内容」１ 医師偏在の是正」に移動

（2）第８次計画の進捗状況を測る指標の追加 

◆総合診療医の成果指標を設定 

「総合診療専門研修プログラム採用専攻医数」 

・目標の考え方：毎年８人ずつ増やします。 

・現状値：[R5]22 人 

・目標値：[R8]46 人 

（3）表記の統一 

◆専門研修の制度説明から「サブスペシャリティ研修（領域）」表現を削除 

◆その他 … 年号表現（令和５（2023）年）、単位表記（（単位：人））など 

３ 策定手続きスケジュール（予定） 

・1月 19 日（金） 県議会常任委員会提出 

  ・1 月 22 日（月） パブリックコメント 

～2月 22 日（木） 

  ・3 月 14 日（木）  第４回医療審議会保健医療計画部会 

  ・3 月下旬    第２回医療審議会 
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